
 

 

 

高 松 市 ・ 国 分 寺 町 合 併 協 議 会 

第 ９ 回 会 議 
 

附属資料 
 

目   次 

 

 

１ 「その他の事業について」に関する資料（協議第１９～２１号）---------------------------   １ ～  ５

２ 「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて」に関する資料（協議第２３号） -------   ６ ～  ８

３ 「地方税の取扱いについて」に関する資料（協議第２４号）-------------------------------   ９ ～ １８

４ 「一般職の職員の身分の取扱いについて」に関する資料（協議第２５号） ------------------- ２０ ～ ２３

５ 「一部事務組合等の取扱いについて」に関する資料（協議第２７号） -----------------------  ２４ ～ ２６

６ 「消防団の取扱いについて」に関する資料（協議第２８号）-------------------------------  ２７ ～ ３３

７ 「国民健康保険事業の取扱いについて」に関する資料（協議第２９号） ---------------------  ３４ ～ ４０

８ 「介護保険事業の取扱いについて」に関する資料（協議第３０号）-------------------------  ４１ ～ ４７

９ 「交通関係事業について」に関する資料（協議第３１号）---------------------------------  ４８ ～ ５７

１０「その他の事業について」に関する資料（協議第３２号）---------------------------------  ５８ ～ ５９

そ の １ 



- 1 - 

協議第１９～２１号資料 
 
 
 

「「そそのの他他のの事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

（協議第１９号） 情 報 公 開 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

（協議第２０号） 外 部 監 査 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

（協議第２１号） 水 問 題 対 策 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ ～ ５ 
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１　制度の概要 （根拠） （根拠）
　高松市情報公開条例 　国分寺町情報公開条例
（公開対象） （公開対象）

（公開請求者）

（公開請求者） ③町内の事務所又は事業所に勤務する者
　何人も請求できる。

２　公開方法 （公開場所） （公開場所）　実施機関が指定する場所
　市役所本庁　情報公開コーナーにおいて公開
（写しの交付に要する費用） （写しの交付に要する費用）
　Ａ３　　１０円/枚 Ａ３超　　市長が定める額 　Ａ３　　１０円/枚
　Ａ３ カラー　　１００円/枚 　Ａ３超　　１００円/枚（Ａ０サイズに換算）

３　審査会 （名称） （名称）
　高松市情報公開審査会 　国分寺町情報公開・個人情報保護審査会
（委員数） （委員数）
　５人以内 　５人以内
（任期） （任期）
　２年　 　２年　

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 情報公開制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

　実施機関（市長、水道事業管理者、消防局長、教
育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委
員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議
会）の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図
面、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録（電子的
方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られた記録をいう。以下
同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に
用いるものとして、当該実施機関が保有しているも
の。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（情報公開制度） 部　 会 　名 総　　　務

　高松市の制度に統一する。

④町内に所在する学校に在学する者
⑤前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事
　 に利害関係を有すると認められる者

　実施機関（町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委
員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会）の
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、
フィルム及び磁気テープ（録音テープ及びビデオテープに
限る。以下同じ。）であって当該実施機関の職員が組織的
に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。

①町内に住所を有する者

②町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人
　その他の団体

　公開対象、公開請求者及び写しの交付
に要する費用に差異がある。

　高松市の制度に統一する。
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１　概要 （目的） 　該当なし。

　１　包括外部監査契約に基づく監査

・外部監査人 １名
・補助者 若干名

　２　個別外部監査契約に基づく監査 　高松市の制度を適用する。

　高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（外部監査制度） 部　 会 　名 総　　　務

分　　　　類 外部監査制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　　分　　　　　寺　　　　　　町

２　実施状況 　包括外部監査は、地方自治法の規定に基づき、平
成１１年度より毎年実施している。
　個別外部監査は、実績なし。

　　　（都道府県、政令指定都市、中核市は義務付け
　　　　られている。）

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　監査機能の独立性、専門性をより一層充実させる
ため、契約した外部の専門的知識を有する包括外部
監査人により、特定のテーマを選定し、実施する。

　国分寺町では、外部監査を実施していな
い。

　市長、議会からの監査請求や住民監査請求
に係る個別外部監査契約に基づき実施する。
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　該当なし。

　高松市の制度を適用する。

　該当なし。 　高松市の制度を適用する。

分　　　　類 水問題対策

問　　題　　点　　・　　課　　題項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（水問題対策） 部　 会 　名 企　画　財　政

２　大規模建築物
　の節水・循環型
　水利用

１　水循環健全化
　計画

対　　　　　　応　　　　　　策

・国分寺町では、水循環健全化計画を策定
していない。
・国分寺町では、大規模建築物の節水・循
環型水利用及び排水再利用促進助成制度
を実施していない。

（目的）
　水の世紀とも言われる２１世紀において、高松市と
して、渇水への抵抗力を強めながら、水を大切にす
る循環型都市の創造を目指し、安定的で持続的な
水利用を可能とする健全な水循環を確保する視点に
立った総合的な取組みを進めることを目的としてい
る。

（策定）
　平成１５年３月

（計画期間）
　平成１５年度～平成２２年度

（基本方針）
　・水の有効利用と水資源の確保
　・自然な水循環の回復
　・緑地・水辺の再生
　・水質汚濁の防止
　・都市の安全と安心の確保
　・パートナーシップに基づいたまちづくり

　「節水・循環型水利用の推進に関する要綱」に基づ
き、延床面積２，０００㎡以上の建築物の建築に際し
「節水・循環型水利用計画書（雨水・下水再生水など
の雑用水利用、節水型機器の使用、雨水の地下浸
透の導入）」の提出を義務付けている。

調　　　　　　整　　　　　　案
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　該当なし。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 水問題対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

３　排水再利用促
　進助成制度

調　　　　　　整　　　　　　案

（対象者）
　市内の自己の管理する建築物からの排水を再生
処理するための施設を整備する個人及び事業所

（助成額）
　標準施設費か実費の少ない額の10分の１

（標準施設費）
　・下水道普及地域      2 ,300万円～3,070万円
　・下水道未普及地域      720万円～1,260万円
　　〔１日当たりの処理能力に応じて標準施設費を
　　　７ランクに分けている。〕

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（水問題対策） 部　 会 　名 企　画　財　政
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協議第２３号資料 
 
 
 

「「農農業業委委員員会会のの委委員員のの定定数数及及びび任任期期のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

農 業 委 員 会 及 び 選 挙 区 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

農 業 委 員 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 
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１　区域面積 １９，４３４　ha ２，６２５　ha

２　農地面積 ６，１８４　ha ６８１　ha

（平成1６年１月現在） （平成16年3月末現在）
３　農家数

（平成1６年１月現在） （平成16年3月末現在）
４　農業委員会数 １　委員会 １　委員会

５　選挙区 ７　選挙区 １　選挙区
　

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ８　農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 部　 会 　名 農　業　委　員　会

分　　　　類 農業委員会及び選挙区

　国分寺町農業委員会は、高松市農業委
員会に統合する。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目

　

（基準農業者数）

国　 　　分 　　　寺 　　　町

１０，７０９  世帯  １，３１８  世帯
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１　有権者数 ２０，３２１　人 ３，９３６　人

（平成16年3月31日現在登録者数） （平成16年3月31日現在登録者数）
２　委員数
（１）選挙による ４０人 １３人
　　委員 　
（２）選任委員
　 (ｱ)農協・共済推 ２人 ２人 （ただし、１人空席）

薦１号委員
　 (ｲ)議会推薦 ５人 ５人

２号委員

３　任期 平成１４年７月２０日　～　平成１７年７月１９日 高松市と同じ。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

国分寺町農業委員会の委員で選挙によ
る委員は、市町村の合併の特例に関する
法律（昭和４０年法律第６号）第８条第１項
第２号の規定に基づき５人とし、その任期
は、高松市農業委員会の委員の残任期間
とする。

高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　 　　分 　　　寺 　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
　合併後の選挙による委員の定数と在任期
間の取扱いを定める必要がある。

国分寺町農業委員会の委員で選挙によ
る委員は、市町村の合併の特例に関する
法律（昭和４０年法律第６号）第８条第１項
第２号の規定に基づき５人とし、その任期
は、高松市農業委員会の委員の残任期間
とする。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ８　農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 部　 会 　名 農　業　委　員　会

分　　　　類 農業委員

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目
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協議第２４号資料 
 
 
 

「「地地方方税税のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

個 人 市 ・ 町 民 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

法 人 市 ・ 町 民 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

固 定 資 産 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

軽 自 動 車 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

市 ・ 町 た ば こ 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

特 別 土 地 保 有 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

入 湯 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

事 業 所 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

納 税 関 係 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 
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①１月１日現在、市内に住所を有する個人 ①高松市と同じ。 　均等割の非課税基準が異なっている。

　　 ……均等割＋所得割 　　
②１月１日現在、市内に事務所、事業所又は家屋敷 ②高松市と同じ。
　を有する個人で、市内に住所を有しないもの
　 ……均等割 　
①税率（標準税率） ①税率（標準税率）

市民税　３，０００円 　　高松市と同じ。
県民税　１，０００円

②非課税基準 ②非課税基準
控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え 控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え
た数×３１５，０００円＋１９８，０００円 た数×２８０，０００円＋１７６，０００円 　均等割の非課税基準については、合併年度

①税率（標準税率） ①税率（標準税率） は現行のとおりとし、合併年度の翌年度から高
　　・２００万円以下の金額　　　　３％ 　　高松市と同じ。 松市の制度に統一する。
　　・２００万円を超える金額　　　 ８％
　　・７００万円を超える金額　　 １０％
②非課税基準 ②非課税基準

控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え 　　高松市と同じ。 　
た数×３５０，０００円＋３５０，０００円

・個人申告書……３月１５日 　高松市と同じ。

　高松市の制度に統一する。
・普通徴収 ・普通徴収 　ただし、均等割の非課税基準については、合
　　第１期　　６月１日から６月３０日まで 高松市と同じ。 併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度
　　第２期　　８月１日から８月３１日まで から高松市の制度に統一する。　　
　　第３期　　１０月１日から１０月３１日まで
　　第４期　　１２月１日から１２月３１日まで
・特別徴収 ・特別徴収
　　毎月（６月～翌年５月） 高松市と同じ。

４　申告書提出
　　期限

１　納税義務者

対　　　　　　応　　　　　　策

２　均等割

３　所得割

協 定 項 目

分　　　　類

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

５　納期

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

９　地方税の取扱い

個人市・町民税

部　 会 　名 企画財政

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題国　　　分　　　寺　　　町
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①市内に事務所又は事業所を有する法人 ①高松市と同じ。  税率（法人税割）が異なっている。

　……均等割＋法人税割
②市内に寮、宿泊所、その他これらに類する施設を有す ②高松市と同じ。
　 る法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの
……均等割

③市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない ③高松市と同じ。
　 社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
……均等割（収益事業を行うものは均等割＋法
　　　人税割）

①均等割（制限税率） （単位：千円） ①均等割（制限税率）  国分寺町地域の税率（法人税割）
高松市と同じ。 については、合併年度及びこれに続く

５０人以下 ５０人を超える ３年度に限り、現行のとおりとする。
５０億円を超える 492 3,600
１０億円を超え５０億円以下 492 2,100
１億円を超え１０億円以下 192 480
１千万円を超え１億円以下 156 180
１千万円以下 60 144
上記以外の法人等

②法人税割（制限税率） ②法人税割（制限税率）
　法人税額の１４．７％ 　法人税額の１４．0％

①中間申告 ①中間申告
 事業年度開始の日以後、６月を経過した日から 　　高松市と同じ。
２月以内

②確定申告 ②確定申告
事業年度終了の日の翌日から２月以内 　　高松市と同じ。

③均等割法人 ③均等割法人
４月３０日 　　高松市と同じ。

分　　　　類 法人市・町民税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 国　　　分　　　寺　　　町高　　　　　　　松　　　　　　　市
１　納税義務者

２　税率

　高松市の制度に統一する。
　ただし、税率（法人税割）については、
合併年度及びこれに続く３年度に限り、
不均一課税を実施する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

３　申告納付期限

資本等の金額

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

60

従業者数
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１　納税義務者 １月１日現在での土地、家屋及び償却資産の所有者 　高松市と同じ。 　第１期、第３期及び第４期の納期が異なって

・土地、家屋については、基準年度（３年ごと）に評価 　高松市と同じ。 いる。

　替え（※土地は価格修正の特例あり）
・住宅用地の課税標準の特例

２００㎡を超えるもの　　評価額の３分の１
小規模住宅用地（２００㎡以下）
　　　　　　　　　　　　　評価額の６分の１

・賦課期日における価格（償却資産）
１００分の１．４（標準税率） 　高松市と同じ。
※都市再開発法に係る耐火建築物は１００分の１．１２ ※該当なし。
・土地　　３０万円未満 　高松市と同じ。
・家屋　　２０万円未満
・償却資産　　１５０万円未満 　納期については、合併年度は現行のとおりと

土地 土地 し、合併年度の翌年度から高松市の制度に統

　・宅地　　　　　市街地宅地評価法（路線価方式） 　高松市と同じ。 一する。

　　　　　　　　　　その他の宅地評価法（標準宅地比準方式）
　・一般農地　　標準地比準方式　
　・一般山林　　標準地比準方式
　・原野　　　　　近傍地比準方式
　・雑種地 　　　近傍地比準方式
家屋 家屋
　・木造家屋及び非木造家屋の区分に従い、各個の 　高松市と同じ。
　　家屋について部分別に評点数を付設し、当該評
　　点数を一点当たりの価額に乗じて算出する方法
償却資産 償却資産 　高松市の制度に統一する。

　・取得価額又は期末帳簿価額を基礎として、耐用 　高松市と同じ。 　ただし、納期については、合併年度は現行

　　年数に応じた減価残存率を乗じて評価額を求め のとおりとし、合併年度の翌年度から高松市の

　　る方式 制度に統一する。

　第１期　　４月１日から４月３０日まで 　第１期　　５月１日から５月３１日まで
　第２期　　７月１日から７月３１日まで 　第２期　　７月１日から７月３１日まで
　第３期　　９月１日から９月３０日まで 　第３期　　１１月１日から１１月３０日まで
　第４期　　１１月１日から１１月３０日まで 　第４期　　１月１日から１月３１日まで

高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

２　課税標準

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

分　　　　類 固定資産税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

３　税率

４　免税点

６　納期

５　評価方法
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　賦課期日現在の原動機付自転車、軽自動車、小 　高松市と同じ。 ・税率が異なっている。

型特殊自動車（農耕作業用等）、２輪の小型自動車 ・納期が異なっている。

の所有者。
　ただし、所有権留保による割賦販売の場合は、同
車両の使用者。

２　税率 ・標準税率（５０ｃｃ以下、ミニカー） ・標準税率（全ての車種）
・制限税率（上記以外の車種）

税率（年額） 税率（年額）
５０ｃｃ以下 　１，０００円 ５０ｃｃ以下 　１，０００円
５０ｃｃを超え９０ｃｃ以下 　１，３００円 ５０ｃｃを超え９０ｃｃ以下 　１，２００円 ・国分寺町地域の税率については、合併
９０ｃｃを超え１２５ｃｃ以下 　１，７００円 ９０ｃｃを超え１２５ｃｃ以下 　１，６００円 年度及びこれに続く３年度に限り、現行の
ミニカー 　２，５００円 ミニカー 　２，５００円 とおりとする。
２輪 　２，６００円 ２輪 　２，４００円 ・納期については、合併年度は現行のとお
３輪 　３，４００円 ３輪 　３，１００円 りとし、合併年度の翌年度から高松市の制

乗用営業用 　６，２００円 乗用営業用 　５，５００円 度に統一する。
乗用自家用 　７，８００円 乗用自家用 　７，２００円
貨物営業用 　３，４００円 貨物営業用 　３，０００円
貨物自家用 　４，３００円 貨物自家用 　４，０００円

専ら雪上を走行するもの 　２，６００円 専ら雪上を走行するもの　２，４００円
農耕作業用のもの 　１，７００円 農耕作業用のもの 　１，６００円
その他のもの 　５，１００円 その他のもの 　４，７００円

　４月１日 　高松市と同じ。

　５月１日から５月３１日まで 　４月１日から４月３０日まで

　高松市の制度に統一する。
　ただし、
　・税率については、合併年度及びこれに
　続く３年度に限り、不均一課税を実施す
　る。
　・納期については、合併年度は現行のと
　おりとし、合併年度の翌年度から高松市
　の制度に統一する。

２輪の小
型自動車

２５０ｃｃを超えるもの

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

　４，３００円

車　　　　　　　　　種

分　　　　類 軽自動車税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

４　納期

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題
１　納税義務者

対　　　　　　応　　　　　　策

原動機付
自転車

軽自動車
４輪以上

小型特殊
自動車

３　賦課期日

車　　　　　　　　　種

原動機付
自転車

軽自動車
４輪以上

小型特殊
自動車

２輪の小
型自動車

２５０ｃｃを超えるもの 　４，０００円
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　市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの製 　高松市と同じ。
造者、特定販売業者又は卸売販売業者

　売り渡し本数 　高松市と同じ。

・１，０００本につき２，９７７円 　高松市と同じ。
・旧３級品（エコー、わかば、しんせい等）につい
　ては、１，０００本につき１，４１２円

　当月の売り渡し分について、翌月末日まで 　高松市と同じ。

　高松市の制度に統一する。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 市・町たばこ税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

１　納税義務者

２　課税標準

３　税率

４　申告納付期限

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政
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・１月１日において基準面積（５，０００㎡）以上の土地 　高松市と同じ。
　を所有する者（保有）
・１月１日又は７月１日前１年間に基準面積以上の土
　地を取得した者（取得）
※１月１日において当該土地の取得をした日以後１０
　年を経過したものについては適用しない。
・土地の取得価額 　高松市と同じ。

・土地の保有に係るもの　　１００分の１．４ 　高松市と同じ。
・土地の取得に係るもの　　１００分の３

保有分 　高松市と同じ。
　・土地の取得価額×税率－その土地の固定資産
　　税額相当額
取得分
　・土地の取得価額×税率－その土地の不動産取
　　得税額相当額

　５，０００㎡未満 　高松市と同じ。

・土地の保有に係るもの　　５月３１日 　高松市と同じ。
・土地の取得に係るもの
　　１月１日前１年以内の取得者　　２月末日 　高松市の制度に統一する。

　　７月１日前１年以内の取得者　　８月３１日

　平成１５年度税制改正により、１５年度以降保有分 　高松市と同じ。
及び取得分とも、新たな課税は実施しないこととされ
た。
　ただし、今回の課税凍結に伴い、現在、非課税、
特例譲渡又は免除土地予定地として、徴収猶予中
の納税義務者については、免除されない。

　参　　考

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

６　申告期限

分　　　　類 特別土地保有税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
国　　　分　　　寺　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

１　納税義務者

５　免税点

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

２　課税標準

３　税率

４　税額
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　鉱泉浴場における入湯客 　高松市と同じ。 ・税率が異なっている。

　　（特別徴収義務者：鉱泉浴場の経営者） ・課税免除基準が異なっている。

　
　入湯客１人１日につき１５０円（標準税率） 　入湯客１人１日につき１００円

・小学生以下の者又は年齢１２歳未満の者 ・年齢１２歳未満の者
・一般公衆浴場又は共同浴場に入湯する者 ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
・利用料金が１，０００円以下の鉱泉浴場施設に日帰り ・地域住民の福祉の向上を図るため、町が専ら近隣の
　で入湯する者 　住民に使用させることを目的として設置した施設に
・学校が行う修学旅行その他の行事に参加している者　入湯する者 ・国分寺町地域の税率については、合併
・前各号に掲げる者のほか、公益上の理由により市長 ・鉱泉浴場施設で、その利用料金が１，０００円以下の 年度及びこれに続く３年度に限り、現行の
　が特に認める者 　ものに入湯する者 とおりとする。

・課税免除基準については、合併時に高
松市の制度に統一する。

　特別徴収義務者が、毎月分を翌月１５日までに申告 　高松市と同じ。
納入

　高松市の制度に統一する。
　ただし、税率については、合併年度及び
これに続く３年度に限り、不均一課税を実施
 する。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

１　納税義務者

２　税率

４　申告等

３　課税免除

分　　　　類 入湯税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

 



- 17 - 

・市内の事業所等において事業を行う法人又は個人 　該当なし。 　高松市の制度に統一した場合、国分寺

　 ……資産割、従業者割 町には新しい課税となる。

　
・資産割
　 ……事業所床面積
・従業者割

……従業者給与総額

・資産割 　国分寺町地域の事業所税については、
……１㎡につき６００円 合併年度及びこれに続く５年度に限り、課

・従業者割 税を免除する。。
……従業者給与総額の１００分の０．２５

・資産割
……事業所床面積１，０００㎡以下

・従業者割
……従業者数１００人以下 　高松市の制度に統一する。

　ただし、合併年度及びこれに続く５年度
・法人 に限り、課税を免除する。

……事業年度終了の日から２月以内
・個人

……翌年の３月１５日まで

高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

１　納税義務者

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

分　　　　類 事業所税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

２　課税標準

３　税率

４　免税点

５　申告納付
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①報奨金 ①報奨金 　高松市では、平成１７年度から報奨金制　

　 納期前に納付した税額×０．５／１００×納期前 　 納期前に納付した税額×１／１００×納期前の 度を廃止することとなっている。

の月数 月数
②前納時期 ②前納時期
　 第１期の納期の末日まで 高松市と同じ。
③交付限度額 ③交付限度額

各期ごとの税額が１０万円まで なし
④適用税目 ④適用税目

市・県民税（普通徴収）、固定資産税（土地・家 高松市と同じ。
屋・償却資産）

・固定資産税に係る報奨金については、合

※平成１７年度から廃止する。 併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌
年度から３年度に限り、廃止前の高松市の

　金融機関と郵便局で可能 　高松市と同じ。 制度を適用する。
・住民税に係る報奨金については、合併年
度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度

　高松市（納税課）において実施 　国分寺町（税務課）において実施 から廃止する。

　

　高松市の制度に統一する。
  　ただし、国分寺町に係る納期前納付に対
する報奨金については、合併年度は現行の
とおりとし、固定資産税に係る報奨金につい
ては、合併年度の翌年度から３年度に限り、
廃止前の高松市の制度を適用する。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

２　口座振替制度

３　滞納処分

１　納期前納付に
　　対する報奨金

分　　　　類 納税関係

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政
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協議第２５号資料 
 
 
 

「「一一般般職職のの職職員員のの身身分分のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

職 員 数 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ ～ ２３ 



- 20 - 

１　職員数 人 人
　（平成１６年４月１日　現在） 　（平成１６年４月１日　現在）

２　職層別人数 　部長級 人 　部長級 人
　部次長級 人 　部次長級 人
　課長級 人 　課長級 人
　課長補佐級 人 　課長補佐級 人
　係長級 人 　係長級 人
　一般職・教員等 人 人
　（平成１６年４月１日　現在） 　（平成１６年４月１日　現在）

３　級別職種 　〔全職種〕 　〔行政職〕
１級 １　定型的な業務を行う主事もしくは技師 １級 主事又はこれに相当する職務

　　又はこれに相当する職務 ２級 相当高度な主事又はこれに相当する職務
２　事務員もしくは技術員又はこれに相当 ３級 高度な主事又はこれに相当する職務
　　する職務 ４級 主任主事又はこれに相当する職務

２級 １　主事もしくは技師又はこれに相当する ５級 主査又はこれに相当する職務、係長
　　職務 ６級
２　相当高度の知識又は経験に基づく事
　　務員もしくは技術員又はこれに相当す
　　る職務 ７級

３級 １　高度の知識又は経験を必要とする主
　　事もしくは技師又はこれに相当する ８級 高度な課長又はこれに相当する職務
　　職務

４級 １　係長又はこれに相当する職務 　〔技能労務職〕
５級 １　相当困難な業務を処理する係長又は １級 調理員又は管理員及び介護職の職務

　　これに相当する職務 ２級
６級 １　困難な業務を処理する係長又はこれ

　　に相当する職務 ３級
７級 １　課長補佐又はこれに相当する職務

相当高度な調理員又は管理員及び介護
員の職務

主任管理員又は主任調理員及び主任介
護員の職務

課長補佐又はこれに相当する職務、相当
高度な係長高度な主査又はこれに相当す
る職務

課長又はこれに相当する職務
高度な課長補佐又はこれに相当する職務

　国分寺町の定数内の職員は、すべて高
松市の職員として引き継ぐ。
　職員の任免、給与その他の身分の取扱い
については、高松市の職員と不均衡が生じ
ないよう公正に取り扱うものとし、その細目
は、両市町の長が別に協議して定める。

８０３
２，０５２

３，２８７ ２０３

２１
４６

２３２

　一般職・教員等

２１
２９
１４１

－
－

１３３

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 職員数等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　　分　　　　　寺　　　　　町

１２

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １０　一般職の職員の身分の取扱い 部　 会 　名 総　　　務
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８級 １　課長又はこれに相当する職務 ４級
２　困難な業務を処理する課長補佐又は
　　これに相当する職務 ５級

９級 １　部次長又はこれに相当する職務
２　困難な業務を処理する課長又はこれ
　　に相当する職務 　〔医療職　一種〕

１０級 １　部長又はこれに相当する職務 １級 医療業務を行う職務
２　困難な業務を処理する部次長又はこ ２級 相当高度な医療業務を行う職務
　　れに相当する職務 ３級 高度な医療業務を行う職務

１１級 １　困難な業務を処理する部長又はこれ ４級
に相当する職務

　〔医療職　二種〕
１級

２級

３級

４級

５級

６級

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 職員数等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　　分　　　　　寺　　　　　町

極めて高度な医療業務を行う職務、院長
の職務

栄養士の職務理学療法士又は作業療法
士の職務

高度な業務を行う栄養士、理学療法士又
は作業療法士の職務

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １０　一般職の職員の身分の取扱い 部　 会 　名 総　　　務

主任栄養士、主任理学士又は主任作業療
法士

特に高度な業務を行う主任管理員又は主
任調理員及び主任介護員の職務

特に高度な業務を行なう、主任管理員又
は主任調理員、及び主任看護員の職務

困難な業務を行う主任栄養士、主任理学
療法士又は主任作業療法士

栄養士長、理学療法士長又は作業療法士
長

困難な業務を行う栄養士長理学療法士又
は作業療法士
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　〔医療職　三種〕
１級 准看護師の職務
２級 高度な業務を行う准看護師　看護師
３級

４級 看護師長の職務
５級 困難な業務を行う看護師長の職務
６級 困難な業務を行う看護師長の職務

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １０　一般職の職員の身分の取扱い 部　 会 　名 総　　　務

分　　　　類 職員数等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　　分　　　　　寺　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

主任看護師の職務又はこれに相当する看
護師

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策
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（平成１６年４月１日現在） （平成１６年４月１日現在）

４１歳 ４３歳６月

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

平均年齢 ４２歳２月 ４４歳４月 平均年齢

３２４，０００円 ２２５，９００円

平均給与月額 ４１７，２７２円 ３９０，９５０円 平均給与月額 ３６９，６００円 ２５５，８００円

平均給料月額 ３５８，５３９円 ３４７，５８９円 平均給料月額

問　　題　　点　　・　　課　　題

４　平均給料月額
　　等

区分 一般行政職 技能職 区分 一般行政職 技能職

分　　　　類 職員数等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　　分　　　　　寺　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １０　一般職の職員の身分の取扱い 部　 会 　名 総　　　務
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協議第２７号資料 
 
 
 

「「一一部部事事務務組組合合等等のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

一 部 事 務 組 合 等 の 状 況 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ ～ ２６ 
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１　高松地区広域 　（構成市町） 　（構成市町）

　　市町村圏振興 　高松市・塩江町・香川町・香南町・直島町・三木町・ 　高松市と同じ。

　　事務組合 　牟礼町・庵治町・綾上町・綾南町・国分寺町

　（共同で実施している事務） 　（共同で実施している事務）

　①　広域市町村圏計画の策定 　①　高松市と同じ。

　②　広域市町村圏計画実施のための連絡調整 　②　高松市と同じ。

　③　総合老人ホーム「ひぐらし荘」の設置・管理運営　③　高松市と同じ。

　④　介護認定審査会の設置・管理運営 　④　高松市と同じ。

　⑤　広域交流センターの設置・管理運営 　⑤　高松市と同じ。

　⑥　し尿処理施設の設置・管理運営 　⑥　高松市と同じ。

　⑦　南部ごみ処理施設及び同施設に併設する関 　⑦　該当なし。

　　　連施設の設置・管理運営

　⑧　西部ごみ処理施設と、それに併設するスポー 　⑧　高松市と同じ。

　　　ツ・レクリエーション公園の設置・運営管理

　⑨　椛川ダムの建設 　⑨　該当なし。

　⑩　椛川ダムに係る水道用水の供給 　⑩　該当なし。

２　坂出綾歌地区 　該当なし。 　（構成市町）

　　市町村税滞納 　坂出市及び宇多津町、綾南町、国分寺町、綾上町

　　整理組合 　

　（共同で実施している事務）

　①納税の普及徹底に関すること

　②市町税で督促状に定める期限内に納付又は納入

　　しないものについて、当該市町長の通知に基づき

　　滞納処分を実施すること。

　③前号の滞納処分に係る市町税督促手数料及び

　　延滞金、延滞加算金等を当該市町に還付すること

　④組合吏員の税務教育に関すること

分　　　　類 一部事務組合等の状況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消防

項　　　　目
・両市町が加入している一部事務組合に差
異がある。
・国分寺町のみが加入している一部事務組
合がある。
・両市町において、土地開発公社を設立し
ている。

対　　　　　　応　　　　　　策

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　国分寺町のみが加入している一部事務組
合については、住民サービスの変化を来さ
ないことを基本に、その取扱いについて、合
併時までに調整し、所要の手続きを行うもの
とする。
　国分寺町土地開発公社については、高松
市土地開発公社に統合するものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　国分寺町のみが加入している一部事務組
合については、住民サービスの変化を来さ
ないことを基本に、その取扱いについて、合
併時までに調整し、所要の手続きを行うもの
とする。
　国分寺町土地開発公社については、高松
市土地開発公社に統合するものとする。
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３　綾南環境衛生 　該当なし。 　（構成市町）

　　組合 　国分寺町、綾上町、綾南町、綾歌町

　（共同で実施している事務）

　・一般廃棄物の埋立

　・綾南斎苑の設置及び管理運営

　・し尿貯留槽の設置及び管理運営

４　香川県市町総 　該当なし。 　（構成市町）

　　合事務組合 　善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、県内

　全町（３０町）、消防関係一部事務組合（３２組合）、

　財産区（３４財産区）

　

　（共同で処理する事務）

　　・組合市町等の職員に対する退職手当の支給に

　　　関する事務

　　・非常勤消防団員の災害補償

　　・消防作業及び救急業務協力者の災害補償

　　・水防従事者の災害補償

　　・災害対策応急措置業務従事者の災害補償

　　・非常勤消防団員の退職報償金支給

　　・消防団員及び消防作業等従事者の賞じゅつ金、

　　　弔慰金、見舞金の支給

　　・議会の議員その他非常勤の職員の公務災害又

　　　は通勤による災害補償

　　・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

　　　師の公務災害補償に関する事務

５　土地開発公社 【高松市　土地開発公社】 【国分寺町　土地開発公社】

　（基本財産） ５００万円 　（基本財産） ５００万円

　（設立日） 　（設立日）

分　　　　類

総務・企画財政・市民・環境・消防

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名

国　　　　分　　　　寺　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

一部事務組合等の状況

昭和48年3月31日 昭和48年5月29日

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市
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協議第２８号資料 
 
 
 

「「消消防防団団のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

組 織 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

消 防 団 員 の 報 酬 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ ～ ３０ 

消 防 団 員 互 助 共 済 会 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

被 服 等 貸 与 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

消 防 団 車 両 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 
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１　組織の構成 ・団数 1 ・団数 1
・方面隊数 6 ・方面隊数 －
・分団数 26 ・分団数 4

２　階級定員及
　　び現員数

団　　長 団　　長
副団長 副団長
分団長 分団長
副分団長 副分団長
部　　長 部　　長
班　　長 班　　長
団　　員 団　　員

計 計
※平成16年4月1日現在 ※平成16年4月1日現在

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

分　　　　類 組織

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

・団の組織が異なる。
・階級及び階級の定員に差異がある。

階　　級 定員（人） 現員数（人） 階　　級 定員（人） 現員数（人）
1 1 1 1
4 4 1 1 対　　　　　　応　　　　　　策
26 26 4 4 ・国分寺町消防団を高松市消防団に統

合し、高松市消防団国分寺分団とす
る。
・国分寺町消防団の団員については、
高松市消防団員として引き継ぐものと
する。

55 55 4 4
84 83 - -
158 157 12 12
478 442 82 77
806 768 104 99

調　　　　　　整　　　　　　案
　国分寺町消防団は、高松市消防団に
統合する。
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１　団員報酬 　報酬額（年額） 　報酬額（年額）
団　　長　　　－　　１５１，９００円 団　　長　　　－　　１３５，０００円
副団長 　　　－　　　８８，０００円 副団長 　　　－　　　９５，０００円
分団長 　　　－　　　６３，２００円 分団長 　　　－　　　８４，０００円
副分団長　　－　　　３６，０００円 副分団長　　－　　　６８，０００円
部　　長　　　－　　　２９，７００円 部　　長　　　－　 　　　　　　－円
班　　長　　　－　　　２７，５００円 班　　長　　　－　　　６２，０００円
団　　員　　　－　　　２５，５００円 団　　員　　　－　　　６２，０００円

２　出動報酬等 ・　４時間以上の火災出動者及び水防（訓練含む） ・火災・水防 １人１回につき　　１，５００円
　出動者

１人１回につき　　２，８００円 ・訓練等 １人１回につき　　１，０００円
・　４時間未満の火災出動者及び訓練、警戒等の
　出動者

１人１回につき　　２，４００円
・　機関員 ・機関員車両定期点検

車両１台当たり１人　　　　　年額　６，９５０円 車両１台当たり　　　　　　　年額　１２０，０００円
小型ポンプ１台当たり１人　年額　３，０５０円 小型ポンプ１台当たり　　　年額　１２０，０００円

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

分　　　　類 消防団員の報酬等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　団員報酬、出動報酬等及び退職報償
金の支給基準に差異がある。

対　　　　　　応　　　　　　策
　高松市の制度に統一する。

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度に統一する。
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３　退職報償金 【５年以上の団員】 【５年以上の団員】
　消防団員等公務災害補償等共済基金法の規定に 　高松市と同じ。
基づく額を支給

【３年以上５年未満の団員】 【1年以上５年未満の団員】
　一律　３０，０００円を支給 ・団長 １４,０００円

・副団長 １２,０００円
・分団長 １１,０００円
・副分団長 １１,０００円
・班長 １０,０００円
・団員   ８,０００円  

４　公務災害補償 　消防団員等公務災害補償等共済基金に加入して 　高松市と同じ。
おり、その規定に基づき支給している。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

分　　　　類 消防団員の報酬等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

 



- 31 - 

１　名称 　高松市消防団員相互共助会 　該当なし。

２　目的 　消防団員の親睦を趣旨とし、相互の共済及び福祉
の向上を目的とする。

３　事業内容等 （事業）
 消防団員の死亡、公務負傷の共助救慰、退団者の
報償などの給付を行う。

（給付）
　死亡弔慰金、公務負傷見舞金、退団者報償、操法
大会助成など

４　会費 　団員１人につき　　６５０円（年額）

５　その他 　市の補助金等
　　１人当たり３，０００円を補助（年額） 　高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類

問　　題　　点　　・　　課　　題

消防団員互助共済会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

※国分寺町消防団慶弔内規に基づき、消防団員への結
婚祝金、病気見舞金及び死亡弔慰金の給付を行ってい
る。
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１　貸与品目・数 　品目、数量等に差異がある。
　　量等

　高松市の制度に統一する。

　高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

分　　　　類 被服等貸与

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

品　目 数量 支給対象 貸与年数 品　目 数量 支給対象 貸与年数
制　服 1 全員 なし 制　服 1 全員 なし
制　帽 1 〃 〃 制　帽 1 〃 〃
ネクタイ 1 〃 〃 ネクタイ 2 〃 〃

盛夏服 2
半袖は副分
団長以上

〃 盛夏服 なし － －

盛夏帽 1 全員 〃 盛夏帽 なし － －
訓練服 1 〃 〃 訓練服 ２（冬・夏） 全員 なし

２（冬・夏） 〃 〃ベルト 3 〃 〃 対　　　　　　応　　　　　　策
白手袋 1 〃 〃 白手袋 なし － －

ベルト

防火衣 消防屯所備付 防火衣 消防屯所備付
ﾍﾙﾒｯﾄ 各屯所の消防団員数分 ﾍﾙﾒｯﾄ 消防屯所備付
長　靴 長靴は副団長以上 半長靴 1 全員 なし
ゴム長靴 1 全員 なし ゴム長靴 1 〃 〃
階級章 2 〃 〃 階級章 2 〃 〃
団員徽章 なし － － 団員徽章 なし － －

訓練
ﾍﾙﾒｯﾄ

消防屯所備付
　各屯所の消防団員数分

訓練
ﾍﾙﾒｯﾄ

1 全員 なし

作業用
皮手袋

2 全員 なし
作業用
皮手袋

1 〃 〃
調　　　　　　整　　　　　　案

ｱﾎﾟﾛｷｬｯ
ﾌﾟ

1 〃 〃
ｱﾎﾟﾛｷｬｯ
ﾌﾟ

なし － －

防寒衣 なし － － 防寒衣 なし － －

雨合羽
消防屯所備付
　各屯所の消防団員数分

雨合羽 なし

脚半 1 全員 1 脚半 1 全員 1
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消防ポンプ車（ＣＤ－１） １０台 消防ポンプ車（CD-1) ２台
消防ポンプ車（ＢＳ－１） ２３台 消防ポンプ車（BD-1) ２台
消防ポンプ車（ＢＤ－１） ２台 小型動力ポンプ積載車（軽） ４台
指揮広報車 １台

小型動力ポンプ積載車 １７台

小型動力ポンプ積載車（軽） ３台

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

分　　　　類 消防団車両

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

　国分寺町の消防団車両については、高
松市消防団に引き継ぐものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題
１　現況

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　装備等に差異がある。

　国分寺町消防団の車両の積載資機材
は、当分の間、現行のとおりとする。
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協議第２９号資料 
 
 
 

「「国国民民健健康康保保険険事事業業のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

国 民 健 康 保 険 （ 料 ・ 税 ） の 賦 課 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ ～ ３６ 

国 民 健 康 保 険 の 健 康 推 進 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

出 産 育 児 一 時 金 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

葬 祭 費 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

高 額 療 養 費 貸 付 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 
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１　保険料・税の 　保険料 　保険税
　　区分

２　賦課期日 　４月１日 　高松市と同じ。

３　賦課方式 　４方式 　高松市と同じ。
（所得割、資産割、均等割、平等割）

４　税率等
　　（年額） 率及び限度額 医療給付費分 介護納付金分 率及び限度額 医療給付費分 介護納付金分

所得割 ７．０／１００ １．５／１００ 所得割 ６．１／１００ １．２／１００
資産割 ２６．９／１００ ５．９／１００ 資産割 １０．０／１００ ４．２／１００
均等割 ２９，１００円 ７，０００円 均等割 ２４，０００円 ６，３００円
平等割 ２４，２００円 ４，３００円 平等割 ２４，０００円 ４，２００円
課税限度額 ５３０，０００円 ８０，０００円 課税限度額 ５３０，０００円 ８０，０００円

５　納期 　年８回 　年６回
（７月から翌年の２月まで　毎月） （７月から１２月まで　毎月）

６　法定軽減制度 ・７割軽減 　高松市と同じ。
前年における総所得金額が３３万円以下の世帯

・５割軽減
前年における総所得金額が３３万円＋（世帯主を
除く被保険者数×２４万５千円）以下の世帯

・２割軽減
前年における総所得金額が３３万円＋（世帯主を
含む被保険者数×３５万円）以下の世帯

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２２　国民健康保険事業の取扱い 部　 会 　名 市　　　民

分　　　　類 国民健康保険（料・税）の賦課等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 国　　　分　　　寺　　　町高　　　　　　　松　　　　　　　市

対　　　　　　応　　　　　　策
・合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から高松市の制度に統一する。
・国分寺町で賦課・収納した保険税につい
ては、高松市がそのまま保険税として引継
ぎ、遡及等が生じた場合は、保険税の法令
を適用する。
・国分寺町地域の医療給付費分に係る国
民健康保険税（料）率については、合併年
度及びこれに続く３年度に限り、現行のとお
りとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題
・保険税と保険料の違いにより、根拠法令
等が異なる。
・税率等、納期及び徴収方法が異なる。

調　　　　　　整　　　　　　案
　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から高松市の制度に統一する。
　ただし、医療給付費分に係る国民健康保
険税（料）率については、合併年度及びこ
れに続く３年度に限り、現行のとおりとする。
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７　減免制度 　高松市と同じ。

８　徴収方法等 　職員が直接臨戸訪問している。

・天災その他災害を受けた者、その他特別の事情の
ある者
　　※高松市国民健康保険料減免取扱基準により適
用

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　滞納世帯へは、主として非常勤の国保推進員が臨
戸訪問し収納している。

問　　題　　点　　・　　課　　題

市　　　民

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

協 定 項 目

高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

部　 会 　名２２　国民健康保険事業の取扱い

分　　　　類 国民健康保険（料・税）の賦課等

行政制度等現況調書・調整方針
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１　人間ドック助成 ①対象者（下記の条件をすべて満たす者） 　高松市と同じ。

　　・国民健康保険に１年以上継続して加入している
　　　こと
　　・満４０歳以上であること
　　・納期限の到来している保険料を完納しているこ
　　　と
②助成額

１人１年度につき２５，０００円

２　脳ドック助成 ①対象者（下記の条件をすべて満たす者） 　高松市と同じ。

　　・国民健康保険に１年以上継続して加入している
　　　こと
　　・満４０歳以上であること
　　・納期限の到来している保険料を完納しているこ
　　　と
②助成額

１人１年度につき２５，０００円

　高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２２　国民健康保険事業の取扱い 部　 会 　名 市　　　民

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 国民健康保険の健康推進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町
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１　受給対象者 　国民健康保険被保険者で出産（死産も含む。）した 　高松市と同じ。
者
　ただし、資格取得後６カ月以内で、それ以前に社
会保険の本人資格が１年以上ある場合は除く。

２　給付額 　出生児１人につき３０万円 　高松市と同じ。

３　給付の手続き ・出生届の後の場合 　高松市と同じ。
　 申請書だけを提出
・出生届以前の場合
　 医師の出生証明等の添付が必要
・死産の場合

埋葬許可書又は医師の証明が必要

４　給付方法 　世帯主の口座へ振込み、又は現金払いで支給 　高松市と同じ。

５　支給期日 ・口座振込……申請から１週間 　高松市と同じ。
・現金払い……即日に支給

　高松市の制度に統一する。

分　　　　類 出産育児一時金

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２２　国民健康保険事業の取扱い 部　 会 　名 市　　　民
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１　受給対象 　国民健康保険被保険者が死亡した場合に、葬儀を 　高松市と同じ。 　給付額及び支給期日が異なる。
行った者

２　給付額 　１件当たり５万円 　１件当たり３万円

３　給付の手続き 　国民健康保険離脱手続きに併せ、申請書を提出 　高松市と同じ。

４　給付方法 　申請者の口座へ振込み、又は現金払いで支給 　高松市と同じ。

５　支給期日 ・口座振込……申請から２週間 ・口座振込……高松市と同じ。
・現金払い……支給日は、月２回 ・現金払い……申請日に支給

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２２　国民健康保険事業の取扱い 部　 会 　名 市　　　民

分　　　　類 葬祭費

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町
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１　申請者の資格 　国保料を完納していること  　該当なし。
　所得税の非課税者のみで構成されている世帯

２　貸付限度額 　高額療養費該当額の９割

３　貸付利息 　なし

４　償還方法 　高額療養費支給時に、自動振替

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２２　国民健康保険事業の取扱い 部　 会 　名 市　　　民

分　　　　類 高額療養費貸付制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
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協議第３０号資料 
 
 
 

「「介介護護保保険険事事業業のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

運 営 主 体 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

介 護 保 険 料 の 賦 課 ・ 徴 収 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 

介 護 保 険 給 付 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４ 

利 用 者 負 担 軽 減 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

介 護 認 定 調 査 事 業 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ 

介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 運 営 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

 



- 42 - 

１　運営主体 　高松市が保険者として運営 　国分寺町が保険者として運営 　国分寺町には、香川県財政安定化基金

　　（被保険者数：平成16年4月1日現在） 　　（被保険者数：平成16年4月1日現在） からの借入残金がある。

　　　第１号　　６４，８５３人 　　　第１号　　　３，９３１人 　

　　　第2号　　　　　４６６人（要介護認定者数） 　　　第2号　　　　　　２７人（要介護認定者数）
　　　合計　　　６５，３１９人 　　　合計　　　　３，９５８人

　（介護認定者数：平成16年４月１日現在） 　（介護認定者数：平成16年４月１日現在）
　　・要支援　　　　　２，２７６人 　　・要支援　　　　　１１０人
　　・要介護　１　　　４，２３９人 　　・要介護　１　　　２２９人
　　・要介護　２　　　１，５１３人 　　・要介護　２　　　　７５人
　　・要介護　３　　　１，１６５人 　　・要介護　３　　　　７８人 　高松市の制度に統一する。
　　・要介護　４　　　１，２２８人 　　・要介護　４　　　　７３人
　　・要介護　５　　　１，３００人 　　・要介護　５　　　　８７人
　　　　計　　　　　　１１，７２１人 　　　　計　　　　　　　６５２人

２　介護保険事業 （内容） （内容）
　　計画 　介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確 　高松市と同じ。

保するため、５年を１期として策定し、３年ごとに見直
しを行う。
（期間） （期間）
　　・第１期　　平成１２年度～平成１６年度 　高松市と同じ。
　　・第２期　　平成１５年度～平成１９年度 　高松市の制度に統一する。

３　介護保険事業 　運用利子及び余剰金を積立 　高松市と同じ
　　財政調整基金 （基金残高：平成16年３月31日現在） （基金残高：平成16年３月31日現在）

　1,128,579千円 　　17,000千円
４　香川県財政安 （内容） （内容）
　　定化基金拠出 　介護保険事業計画の保険給付額をもとに指示され 　高松市と同じ。
　　金等 た拠出率（０．００１）を乗じて拠出

（基金からの借入金） （基金からの借入金）
　なし

※平成１７年１２月完済の予定

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２３　介護保険事業の取扱い 部　 会 　名 健 康 福 祉

8,000千円（平成16年3月31日現在）

運営主体等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町
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１　保険料 ○第１号被保険者（６５歳以上の者） ○第１号被保険者（６５歳以上の者）
（平成１６年度） （平成１６年度）

※第３段階が基準保険料 ※第３段階が基準保険料
※その他の段階の保険料は基準保険料×乗率 ※その他の段階の保険料は基準保険料×乗率

２　賦課期日 　毎年４月１日 　高松市と同じ。

３　納期 ○第１号被保険者（普通徴収） ○第１号被保険者（普通徴収）
　　・第１期……７月１日から７月３１日まで 　　・第１期……７月１日から７月３１日まで
　　・第２期……８月１日から８月３１日まで 　　・第２期……８月１日から８月３１日まで
　　・第３期……９月１日から９月３０日まで 　　・第３期……９月１日から９月３０日まで
　　・第４期……１０月１日から１０月３１日まで 　　・第４期……１０月１日から１０月３１日まで
　　・第５期……１１月１日から１１月３０日まで 　　・第５期……１１月１日から１１月３０日まで
　　・第６期……１２月１日から１２月３１日まで 　　・第６期……１２月１日から１２月３１日まで
　　・第７期……１月１日から１月３１日まで
　　・第８期……２月１日から２月末日まで

　※参考:第１号被保険者（特別徴収） 　※参考:第１号被保険者（特別徴収）
　　　年金額が年間１８万円以上の者は、年金支給時 　　　高松市と同じ。

４　滞納保険料の 　主として非常勤の介護保険推進員が臨戸訪問し、 　職員が臨戸訪問し、収納している。
　　徴収方法等 収納している。

※介護保険推進員の職務
　　介護保険料の徴収、納付勧奨、申告書の受領、

　　口座振替の勧奨、居所調査等

　高松市の制度に統一する。
　ただし、国分寺町の第１号被保険者の保
険料については、合併年度は現行のとおり
とし、合併年度の翌年度以降は、第３期介
護保険事業計画における保険料額を踏ま
え、調整を行うものとする。
　また、国分寺町の第１号被保険者の保険
料に係る納期については、合併年度は現
行のとおりとし、合併年度の翌年度から高
松市の制度に統一する。

　第６段階 ６５，２８０ １．６０

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策
　高松市の制度に統一する。
　ただし、国分寺町の第１号被保険者の保
険料については、合併年度は現行のとおり
とし、合併年度の翌年度以降は、平成１８年
度から３年度間の保険料額に差異を生じる
場合は、経過措置を含め対応するものとす
る。
　また、国分寺町の第１号被保険者の保険
料に係る納期については、合併年度は現
行のとおりとし、合併年度の翌年度から高
松市の制度に統一する。

６３，２４０

０．４５

問　　題　　点　　・　　課　　題

乗率 乗率

―
１．３０
１．５５

１８，３６０

５３，０４０

０．７０

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２３　介護保険事業の取扱い 部　 会 　名 健 康 福 祉

・保険料額、乗率及び納期が異なる。
・滞納保険料の徴収方法が異なる。
・第１号被保険者の保険料については、運
営主体である市町が定める平成１８年度か
らの第３期介護保険事業計画において、見
直しを行うこととなっている。

年額保険料（円）段　　階

―４０，４００

段　　階

　第４段階
　第５段階

年額保険料（円）

分　　　　類 介護保険料の賦課・徴収

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　第６段階

１．２５
１．５０
１．７５

５０，５００

７０，７００

　第４段階
６０，６００　第５段階

　第１段階
　第２段階 　第２段階

　第３段階

１６，２００
２９，１００

　第３段階

０．４０
０．７２

　第１段階
２８，５６０
４０，８００
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１　介護・予防給付①現物給付 　高松市と同じ。 　給付費通知の通知回数等が異なる。

　　・居宅介護サービス　　　　　１割自己負担
　　・施設介護サービス　　　　　１割自己負担

（食事代は標準負担額　　１日７８０円）

②償還払
　　・福祉用具購入費の支給

　年間１０万円購入限度（１割自己負担）
　　・住宅改修費の支給
　　 　２０万円改修限度（１割自己負担）

　高松市の制度に統一する。

２　高額介護サー （内容） 　高松市と同じ。
　　ビス 　　１カ月の利用者負担額の合計が上限額を超えた

　額を支給
・一般世帯 ３７，２００円上限
・市民税世帯非課税 ２４，６００円上限
・生活保護受給者等 １５，０００円上限

３　給付費通知 （内容） （内容） 　高松市の制度に統一する。
　　サービス事業者名、サービス種類、サービス費合 　　サービス事業者名、サービス種類、サービス費合
　計額、自己負担額を月毎に記載した利用明細書を 　計額、自己負担額を月毎に記載した利用明細書
　４ヶ月に１回送付 　（国保連が作成）を３ヶ月に１回送付
（対象） （対象）
　　サービス利用者 　　高松市と同じ。
（時期） （時期）
　年３回（５月、９月、１月） 　年４回（５月、８月、１１月、2月）

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 介護保険給付事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２３　介護保険事業の取扱い 部　 会 　名 健 康 福 祉
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１　法施行時の訪 （対象者） （対象者） 　社会福祉法人減免に対する助成の所得
　　問介護利用者 　　法施行時に訪問介護を利用していた高齢者、障害 　高松市と同じ。 要件が異なる。
　　に対する助成 者で要綱に定める一定の要件をみたしている者

（助成内容） 負担割合（１０％）を下記の負担割合に軽減 （助成内容）
年度 15 16 　高松市と同じ。
高齢者 6% 6%
障害者 3% 3%

２　社会福祉法人 （対象者） （対象者）
　　減免に対する 　低所得者で特に生計が困難なサービス利用者に対 　高松市と同じ。
　　助成 し、利用者負担を減免した社会福祉法人

　高松市の制度に統一する。
（所得要件） （所得要件）
　サービス利用者の年間所得６０万円以下 　サービス利用者の年間所得４２万円以下

（助成内容） （助成内容）
　・　対象サービス（老人福祉施設、通所介護等） 　高松市と同じ。
　・　減免した利用者負担の総額が本来受領すべき収
　　入の１％を超えた場合、所定の要件で、その２分の
　　１の額を市が助成する。

３　離島での介護 （対象者） 　該当なし。 　高松市の制度に統一する。
　　サービス提供 　男木島及び女木島でサービスを提供した事業者
　　事業者への助
　　成 （助成内容）

　・　福祉用具貸与、住宅改修、福祉用具購入を除き
　　保険給付費に相当する額を助成するとともに全ての
　　サービスについて旅客運賃および一部のサービス
　　については海上輸送費を助成する。　　

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２３　介護保険事業の取扱い 部　 会 　名 健 康 福 祉

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 利用者負担軽減事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
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１　介護認定調査 （体制） （体制） 　介護認定調査について、直営・委託の
　　（直営） 　　職員２人、非常勤嘱託職員６人 　　老人介護支援センター（直営）職員３人 調査対象が異なる。

　　　（非常勤嘱託職員は１年間の年度雇用）

（調査対象） （調査対象）
　　原則として、新規申請分の調査を実施 　  調査全体の９割 （主に町内の施設）
　　※直営による調査は、調査全体の約２割弱

２　介護認定調査 （調査対象） （調査対象）
　　（委託） 　　直営分を除く調査（原則として、更新分） 　　直営分を除く調査 　高松市の制度に統一する。

（委託先） （委託先）
　　市内老人介護支援センター１７カ所、老健施設４ 　　居宅介護支援事業所など２カ所
　カ所、遠隔地等については随時 　　遠隔地等については随時

３　介護認定審査 　高松地区広域市町村圏振興事務組合による運営 　高松市と同じ。
　　会 　　（参考）

①委員構成
　・医療機関　　 　４９　人
　・保健関係者　　２８　人 　高松市の制度に統一する。
　・福祉関係者　　４４　人
②委員の任期
　　２年間（平成１５．４．１～１７．３．３１）
③合議体数
　　２４（１合議体　５人）委員数　１２１人
④報酬
　　１回当たり　２１，７６０円

分　　　　類 介護認定調査事業等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２３　介護保険事業の取扱い 部　 会 　名 健 康 福 祉

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
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１　居宅介護支援 　該当なし。 ①設置場所 　 国分寺町では、居宅介護支援事業所を

　　事業所 　（香川県の指定を受けた民間事業所が実施） 　　老人保健施設こくぶんじ荘　　 直営で運営している。

②運営形態
　　国分寺町が直営で運営
③業務内容
　　香川県の指定を受けて、要介護者等の依頼によ
　りケアプランの作成やサービス事業者との連絡調
　整を行う。

　※民間事業所数（平成１６年１０月１日現在） 　※民間事業所数（平成１６年１０月１日現在） 　 国分寺町直営の居宅介護支援事業所
　　７３事業所 　　　５事業所 については、合併時に廃止し、民間事業

2　訪問看護事業 　該当なし。 　該当なし。 所において対応するものとする。
　　所 　（香川県の指定を受けた民間事業所が実施） 　（香川県の指定を受けた民間事業所が実施）

　 国分寺町直営の居宅介護支援事業所
　※民間事業所数（平成１６年１０月１日現在） 　※民間事業所数（平成１６年１０月１日現在） については、合併時に廃止し、民間事業

　　１９９事業所（みなし指定を含む） 　　１１事業所（みなし指定を含む） 所において対応するものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 介護サービス事業所運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　松　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２３　介護保険事業の取扱い 部　 会 　名 健 康 福 祉
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協議第３１号資料 
 
 
 

「「交交通通関関係係事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

交 通 安 全 運 動 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９ 

交 通 安 全 活 動 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５０ 

交 通 安 全 資 材 の 配 布 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１ 

市 ・ 町 民 交 通 傷 害 保 障 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５２ 

放 置 車 両 等 対 策 つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３ ～ ５５ 

自 転 車 等 駐 車 場 管 理 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５６ 

生 活 バ ス 路 線 維 持 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７ 

 



- 49 - 

１　活動内容 ・春の交通安全運動 ４月 ・春の交通安全運動 ４月 　活動内容に差異がある。

・秋の交通安全運動 ９月 ・秋の交通安全運動 ９月
・年末、年始の交通安全運動 １２月～１月 ・年末、年始の交通安全運動 １２月～１月
・高齢者の交通安全日 毎月５日 ・高齢者の交通安全日 毎月５日
・自転車の交通安全日 毎月８日 ・自転車の交通安全日 該当なし。
・市民の交通安全日 毎月２０日 ・県民の交通安全日 毎月２０日
・交通安全対策会議 ２回/年 ・交通安全対策会議 該当なし。
・交通安全都市推進協議会 ６回/年 ・国分寺町交通安全対策協議会 １回/年
・交通安全母の会連絡協議会 １６回/年 ・交通安全母の会 ４回/年
・各種交通安全会議 ２５回/年 ・各種交通安全会議 １５回/年

　高松市の制度に統一する。

　

　高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 交通安全運動

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木
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１　交通安全指導 ・交通安全母の会指導者研修会 ・交通安全母の会指導者研修会 ・交通安全指導者研修会の内容に差異が

　　者研修会 ・保育所、幼稚園、小学校交通安全担当者研修会 ・交通指導員研修会 ある。

・老人クラブ指導者研修会 ・交通安全教室の開催回数等に差異があ

・PTA指導者研修会 る。

・校区（地区）交通安全母の会研修会 ・街頭指導の実施主体等に差異がある。

・高齢者交通指導員研修会 ・国分寺町では、マナーアップモデル地区
事業を実施していない。

２　交通安全教室 ・保育所 ２回／年（年間延べ１００回） ・保育所 １回／年（年間延べ２回） ・交通指導員の活動内容等に差異がある。

　　の開催 ・幼稚園 ２回/年（年間延べ８８回） ・幼稚園 １回／年（年間延べ２回）
・小・中学校 １回または２回／年（年間延べ６６回） ・小・中学校 １回／年（年間延べ３回）

　高松市の制度に統一する。

・高齢者 延べ１５回/年 ・高齢者 ５回／年（自転車教室）
・母親教室 延べ８回/年
・地域、団体 延べ１８回/年

３　街頭交通指導 　交通安全協力会・ＰＴＡ・子ども会育成協議連絡会 　交通指導員が実施している。
　　の実施主体等 等が実施している。

４　マナーアップ （指定） 　該当なし。
　　モデル地区 　毎年度３地区を指定
　　事業 （目的） 　高松市の制度に統一する。

　全市民の模範となる交通安全活動を実践すること
により、交通マナーの向上を図るとともに市民福祉
の増進と交通安全都市の実現を図る。

５　交通指導員の （活動内容等） （活動内容等）
　活動 　４名の交通指導員により、保育所等での交通安全 　6名の交通指導員により、町内３ヶ所の危険箇所を

教室（年間約３００回開催）に出向き、指導を行うほ 小中学校登校日に毎日、街頭指導している。
か、交通安全行事等を通じ、交通安全に係る指導・
教育・啓発活動を推進している。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木

分　　　　類 交通安全活動

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
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１　保育所・幼稚 ①目的 ①目的 　保育所・幼稚園・学校関係資材の配布物

　　園・学校関係 新入学児童に対して交通事故にあわないように 新入学児童・生徒に対して交通事故にあわない 等に差異がある。

　　資材 　交通安全用品を贈呈する。 　ように交通安全用品を贈呈する。
②配布物 ②配布物
　（保育所・幼稚園） 　（保育所・幼稚園）

鈴付リボン、交通安全絵本、紙芝居 カットバン、こじかワッペン
　（小学校） 　（小学校）

鈴付リボン、ランドセルカバー、黄色いワッペン、 ランドセルカバー、コップ等
黄色いハンカチ、交通安全絵本

　（中学生） 　（中学生）
該当なし。 サイクルカラー 　高松市の制度に統一する。

※学校等から要望があった場合には、自転車用
反射材については、適宜、配布している。

２　街頭補導用 （目的） （目的）
　　資材 　児童の登校の安全確保 　高松市と同じ。

（配布物） （配布物）
　指導旗、帽子、腕章 　高松市と同じ。
（対象者等） （対象者等）
　街頭補導員 　交通指導員

　高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 交通安全資材の配布

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木
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１　名称 　高松市市民交通傷害保険 　町民交通傷害保険 ・保険期間等に差異がある。
・国分寺町では保・幼・小・中学生の加入者

２　加入者の資格 　市内に住所を有する者（外国人登録者を含む） 　町内に住所を有する者（外国人登録者を含む） に対して保険料の一部補助を行っている。

　町内へ通勤通学している者
３　保険期間 　毎年４月１日から翌年３月３１日まで 　毎年１１月１日から翌年１０月３１日まで

　（中途加入は加入の翌日から） 　（中途加入は加入受付時）

４　保険料 　年間１人１口　７２０円（２口まで加入可） 　年間１人２口　１，２００円
　保・幼・小・中学生の加入者に対して、保険料の２
割を補助している｡

５　保険請求期間 　交通事故発生日から２年以内 　高松市と同じ。 　高松市の制度に統一する。
　ただし、国分寺町地域における保険期間

６　保険金 死亡・後遺障害の場合 １００万円 死亡・後遺障害の場合 ２００万円 については、合併時までに調整するものと

傷害を受けた場合 下記のとおり 傷害を受けた場合 下記のとおり する。
　なお、国分寺町で加入した保険金請求期
間が存する間は、高松市が、その事務を引

治療期間6ヶ月以上 治療期間6ヶ月以上 き継ぐ。

治療期間5ヶ月以上6ヶ月未満 治療期間5ヶ月以上6ヶ月未満
治療期間4ヶ月以上5ヶ月未満 治療期間4ヶ月以上5ヶ月未満
治療期間3ヶ月以上4ヶ月未満 治療期間3ヶ月以上4ヶ月未満
治療期間2ヶ月以上3ヶ月未満 治療期間2ヶ月以上3ヶ月未満 　高松市の制度に統一する。

治療期間1ヶ月以上2ヶ月未満 治療期間1ヶ月以上2ヶ月未満 　ただし、保険期間については、合併時ま

治療期間1週間以上1ヶ月未満 治療期間1週間以上1ヶ月未満 でに調整するものとする。

治療期間1日以上1週間未満 治療期間1日以上1週間未満

40,000
20,000
10,000

180,000
140,000
100,000
60,000

傷　害　の　程　度
保険金
（円）
240,000

傷　害　の　程　度

30,000
20,000

（円）

10,000
5,000

120,000
90,000
70,000
50,000

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 市・町民交通傷害保障

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

保険金
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１　放置自動車 （内容） 　該当なし。 ・国分寺町では放置自動車対策を行って
　　対策 　放置自動車の発生を防止するとともに適正な処理 いない。

を行う。 ・放置自転車等の禁止区域、撤去までの

（対象車両） 放置期間及び移送保管料に差異がある。

　１２５ｃｃを超える車両（２輪車を含む） ・国分寺町では、放置自転車保管後の再

（対象区域） 利用を行っていない。

　道路、公園、公営住宅、その他国又は公共団体が
設置・管理する場所

　高松市の制度に統一する。
ただし、国分寺町地域における「放置禁止
区域」については、「放置整理区域」として
取り扱うものとする。

　高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 放置車両等対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木
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２　放置自転車 （内容） （内容）
　　対策 　公共の場所から放置自転車を排除し、歩行者等の 　高松市と同じ。

通行の安全と円滑を確保し、良好な都市環境を保持
する。
（放置禁止区域） （放置禁止区域）
　JR四国高松駅地区、中央通り、美術館通り、琴電 　ＪＲ端岡駅周辺
瓦町駅地区、サンポート高松地区、琴電栗林公園 ・放置期間
駅地区 　　通報等により随時撤去
・放置期間
　　２時間以上
（放置整理区域）
　JR四国栗林駅地区、琴電片原町駅地区
・放置期間
　　２日以上
（放置禁止区域、放置整理区域以外の区域）
・放置期間
　　７日以上
（整理及び撤去） （整理及び撤去）
・放置禁止区域、整理区域及び自転車等駐車場内 　放置禁止区域に放置している自転車を移送し、移
の放置自転車等の整理を行うため、定期的に警告札送による告示の日から６０日を経過した自転車は処
等の貼り付けを行い、一定期間・期間経過後撤去作 分している。
業を実施。その他区域についても、通報等により、随 ・撤去した自転車等は、保管所に６０日間保管し、そ
時撤去作業を実施している。 の間防犯登録等を参照し、所有者の割出しを行い、
・撤去した自転車等は、保管所に６０日間保管し、そ 　引取通知をする。
の間所有者等の調査を行い、返還通知を行う。 ・返還時には、移送保管料として、移送の日から１４
・返還時には、移送保管料として、自転車1,500円、 日以内であれば、自転車２，０００円、原動機付自転
原動機付自転車2,500円の徴収を行う。 車２，５００円、移送の日から１４日を超える日以後は

自転車２，５００円、原動機付自転車３，０００円の徴
収を行う。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 放置車両等対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木
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３　放置自転車 ①レンタサイクルシステム 　該当なし。
　　保管後の再 　　（レンタサイクルポート設置場所）
　　利用 　　瓦町地下レンタサイクルポートほか５か所

　　（配置台数）　
　　８３５台
　　（料金）

学生等

②放置自転車の一般販売
　　放置自転車のうち引き取り手がなく再利用が可
　能な自転車を、自転車商組合が設立した高松市
　自転車リサイクル推進協会へ売却し、同推進協会
　に加盟している２９の自転車店が点検・整備を行い
　各店舗で一般販売を行っている。

一時利用
２４時間以内 100円

２４時間超 24時間までごとに100円

区分 一般

定期利用
1か月 2,000円

３か月 5,500円

14 ６７０台
15 ６３６台

年度 販売台数

13 ３４７台

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木

分　　　　類 放置車両等対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

1,800円

5,000円
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1　自転車駐車場 （内容） （内容） ・管理方法が異なる。

　　管理 　自転車等の利用者の利便を図るため、有料の自 　端岡駅及び国分駅構内の美化と自転車等の利用 ・利用時間及び駐車料が異なる。

転車駐車場を設置し、管理している。 者の利便を図るため、有料の自転車駐車場を設置し ・国分寺町では自転車駐車場管理事業

管理している。 基金を設置している。

（管理方法） （管理方法）
　委託方式 　直営方式
（施設概要） （施設概要）
　瓦町地下自転車駐車場 　端岡駅自転車駐車場
　　・面積：１，９６５㎡ 　　・面積：５７５㎡
　　・収容台数：９６０台 　　･収容台数：６５０台
　　・利用時間：午前６時～午後１１時 　　・利用時間：２４時間
　高松駅前広場地下自転車駐車場 　国分駅自転車駐車場 　高松市の制度に統一する。

　　・面積：５，００９㎡ 　　・面積：４９１㎡ 　ただし、端岡駅、国分駅自転車駐車場の
　　・収容台数：２，３０７台 　　･収容台数：２００台 利用時間及び駐車料については、合併時
　　・利用時間：午前４時～翌日午前２時 　　・利用時間：２４時間 までに調整するものとする。
　栗林公園駅前自転車駐車場
　　・面積：３２２㎡
　　・収容台数：１８８台
　　・利用時間：午前６時～午後１１時
（駐車料） （駐車料）

１ヶ月２，０００円（自転車） 　　　       １日1回１００円・1ヶ月１，０００円（自転車）
３ヶ月５，５００円 　　　　  　１日１回２００円・１ヶ月２，０００円(バイク） 　高松市の制度に統一する。

　学生 １ヶ月１，８００円 　ただし、端岡駅、国分駅自転車駐車場の
３ヶ月５，０００円 [国分寺町自転車駐車場管理事業基金] 利用時間及び駐車料については、合併時
１ヶ月４，０００円（バイク） （内容） までに調整するものとする。
３ヶ月１１，０００円 　町自転車駐車場管理事業資金に充てるため自転

　学生 １ヶ月３，６００円 車駐車場管理事業基金を設置している。
３ヶ月１０，０００円 （状況）

　２１，７２７千円（１５年度末現在）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 土　　　木

分　　　　類 自転車等駐車場管理

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

１回２００円・

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案１回１００円・
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１　内容 　減便や廃止になっている路線バスに対し、市民の 　廃止になった２路線に対し、住民の公共交通機関 　高松市では事業者に対し補助をしてい

足の維持・確保のため、１２の路線に対して補助して 確保のため、廃止路線代替バスとして、町営バスを るが、国分寺町では、町営バスを運行し

いる。 運行している。 ている。

２　対象路線
主な経由地

（上記に加え）

　国分寺町地域における町営バスの運行
については、現行のとおり高松市に引き継
ぐものとする。

※参考
・道路運送法第21条第2号による全面外部委託
　方式により、1日２系統１４便の運行を行っている。
・バスは、受託者所有のマイクロバス2５人乗り
　と29人乗り各１台、計２台。
・乗務員は、受託者社員が乗務
・運賃体系
普通運賃 　国分寺町地域における町営バスの運行
①大人(中学生以上) 100円 については、現行のとおり高松市に引き継
②子供(小学生以下)  50円 ぐものとする。
※大人が同伴する小学生未満の小児は
大人1人につき１人を無賃とする。

③高齢者割引　満７５歳以上の旅客が、町の発行
するカード(循環バス７５証)提示により半額割引

※町内在住満75歳以上に循環バス７５証を発行
④その他割引

障害者手帳の提示により　半額割引
③④は、同時に適用できない。

回数乗車券（役場・はくちょう温泉・車内で販売）
100円券12枚綴り 1,000円

右回り4便
左回り4便

右回り3便
左回り3便女性会館・福祉ｾﾝ

ﾀｰ・保健ｾﾝﾀｰ 等

はくちょう
温泉

はくちょう
温泉

はくちょう
温泉

はくちょう
温泉

起点 終点

・県営ﾌﾟｰﾙ　等

便数

高松駅 浦生

県立体育館前 県立総合プール

高松駅 川島車庫前

高松駅

端岡駅・国分駅・岡本

駅・南北小学校・役場

青
色
路
線
赤
色
路
線

引田線（引田） 高松駅 引田

浦生

西植田（サンメッセ） 高松駅 西植田

川島（レインボー） 高松駅 川島車庫前

川島車庫前川島（サンメッセ）

弓弦羽

高松駅 弓弦羽

新北町 市民病院

高松駅 弓弦羽

高松駅 高松駅

高松駅

路線名
運行系統

起　　点 終　　点

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾚｲﾝ
ﾎﾞｰ循環バス

弓弦羽

弓弦羽（県体）

川島

弓弦羽（宮脇）

御厩

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１６　交通関係事業 部　 会 　名 都　市　開　発

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 生活バス路線維持

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

市民病院
ループバス

問　　題　　点　　・　　課　　題
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協議第３２号資料 
 
 
 

「「そそのの他他のの事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

（協議第３２号） 市 ・ 町 民 褒 章 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 
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１　名誉市・町民 【制度の概要】 　該当なし。
（主旨）

（根拠）
　高松市名誉市民条例
（名誉市民数）
　２名（故人）

２　市・町政功労 【制度の概要】 【制度の概要】
　　賞

３　市・町民栄誉 【制度の概要】 　該当なし。
　　賞

調　　　　　　整　　　　　　案

　国分寺町の公益の増進に寄与し、又は町政の振
興発展に尽力し、功労顕著な者を表彰する。受賞者
には、式典への招待や死亡時の弔慰金等の待遇を
設けている。

・市・町政功労賞に差異がある。
・国分寺町では、名誉町民及び町民栄誉
賞を設けていない。

　高松市の制度に統一する。

（主旨）

　国分寺町の町政功労者については、待
遇措置は継承しないものとする。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（市・町民褒章制度） 部　 会 　名 総　　　務

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

（主旨）
　本市の公益の増進に寄与し、または市政の振興発
展に尽力し、功労が顕著な者を、毎年２月15日の市
制施行記念日に表彰する。受賞者には、式典への
招待や死亡時の弔辞等の待遇を設けている。

分　　　　類 市・町民褒章制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　 　　分 　　　寺 　　　町

（主旨）
　高松市の誇りとなり、市の印象、評判を高めた個
人・団体を表彰。
（根拠）
　高松市市民栄誉賞要綱
（贈呈状況）
　１名

（根拠）
　高松市表彰条例
（贈呈状況）
　毎年15～20名程度表彰

（根拠）
　国分寺町功労者表彰条例
（贈呈状況）
　0名

　高松市民または高松市に縁故の深い者で、広く社
会の進展、学術文化の興隆に貢献し、その功績が卓
絶しており、郷土の誇りとして市民から尊敬されてい
る者に対し、名誉市民の称号を贈り、顕彰する。

 


